
 

 

公的賃貸住宅家賃対策調整補助金交付要綱 







平 成 1 8 年 ３ 月 2 7 日           

国 住 備 第  1 3 2  号           

住 宅 局 長 通 知           
 

最終改正：平成29年４月26日 国住備第15号 

第１ 通則 

 公的賃貸住宅家賃対策調整補助金（以下「補助金」という。）の交付については、公営住宅法（昭和26年法律第193号。以下「公

営法」という。）、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律（平成５年法律第52号。以下「特優賃法」という。）、高齢者の居

住の安定確保に関する法律（平成13年法律第26号。以下「高齢者住まい法」という。）及び補助金等に係る予算の執行の適正化に

関する法律（昭和30年法律第179号）並びに関係法令及び関係通知によるほか、この要綱の定めるところによる。 

 

第２ 交付の目的 

 補助金は、公的賃貸住宅に係る家賃の減額について、その経費の一部を補助することにより、地方公共団体の負担する当該経

費に関する地域間の不均衡を調整等することを目的とする。 

 

第３ 用語の定義 

 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

一 公営住宅 

公営法第２条第二号に規定する公営住宅をいう。ただし、次号に掲げるものを除く。 

二 公営住宅等ストック総合改善事業に係る公営住宅 

公営法第２条第二号に規定する公営住宅のうち、公営住宅等ストック総合改善事業対象要綱（平成17年８月１日付け国住備

第38-3号）第２第十一号に規定する全面的改善事業を施行した住宅及び公営住宅等ストック総合改善事業補助金交付要綱（平

成12年３月24日付け建設省住備発第34号。以下「ストック改善要綱」という。）第３第十二号に規定するエレベーター設置住宅

をいう。 

三 更新住宅 

改良住宅等改善事業制度要綱（平成11年4月11日付け建設省住整発第25号）第２第二十号に規定する更新住宅をいう。 

四 特定優良賃貸住宅等 

  次に掲げる賃貸住宅をいう。 

イ 特定優良賃貸住宅 

  特優賃法第６条に規定する特定優良賃貸住宅をいう。 

ロ 特定公共賃貸住宅 

  特優賃法第18条第２項に規定する賃貸住宅をいう。 

ハ 準特定優良賃貸住宅等 

  準特定優良賃貸住宅制度要綱（平成16年４月１日付け国住備第22-5号。以下「準特優賃要綱」という。）第２第五号に規定

する準特定優良賃貸住宅（準特優賃要綱適用以前の類似の制度に基づき整備された賃貸住宅を含む。）をいう。 

五 高齢者向け優良賃貸住宅等 

 高齢者向け優良賃貸住宅制度補助要領（平成13年８月５日付け国住備第90号。以下「高優賃要領」という。）第２第三号に規

定する高齢者向け優良賃貸住宅等（高優賃要領適用以前の類似の制度に基づき整備された賃貸住宅を含む。）をいう。 

六 都市再生住宅等 

 住宅市街地総合整備事業制度要綱（平成16年４月１日付け国住市第350号。以下「住市総要綱」という。）第２第七号に規定

する都市再生住宅等（住市総要綱適用以前の類似の制度に基づき整備された賃貸住宅を含む。）をいう。 

七 地域優良賃貸住宅（転用型） 

  地域優良賃貸住宅制度要綱（平成19年３月28日付け国住備第160号。以下「地優賃要綱」という。）第２条第八号ニに定

める賃貸住宅をいう。 

八 公的賃貸住宅 

   第一号から前号までに掲げる住宅をいう。 

九 住宅市街地総合整備事業 

  社会資本整備総合交付金交付要綱（平成22年３月26日付け国官会第2317号）附属第Ⅰ編イ－16－（８）及びロ－16－（８）

に規定する住宅市街地総合整備事業をいう。 

十 供給計画 

 特優賃法第２条第１項に規定する供給計画、高齢者住まい法第30条第１項に規定する供給計画、準特優賃要綱第３第１項又

は地優賃要綱第３条第１項に規定する供給計画をいう。 

 

第４ 補助金の交付の対象 

  国は、借上げに係る公営住宅又は都市再生特別措置法（平成14年法律第22号）第47条第２項に規定する交付金の交付対象事業

若しくは住宅市街地総合整備事業により整備される公営住宅（平成18年４月１日以降に管理開始される住宅に限る。以下「借上

公営住宅等」という。）について、この要綱に基づき、家賃に係る補助を行うものとする。 

２ 国は、借上公営住宅等及び地域優良賃貸住宅（転用型）以外の公的賃貸住宅（平成18年３月31日以前に管理開始された第３第１

項第二号から第六号までに掲げる住宅に限る。ただし、特定優良賃貸住宅等及び高齢者向け優良賃貸住宅等にあっては、同日前に



 

 

入居者の公募が開始された住宅及び同日前に供給計画の認定若しくは報告がなされ、又は建設の工事に着手し、かつ平成19年３月

31日以前に管理開始される住宅を含み、都市再生住宅等にあっては、平成18年４月１日以降に管理開始される住宅を含む。）につ

いて、この要綱に基づき家賃に係る補助を行うことができる。 

３ 国は、地域優良賃貸住宅（転用型）のうち、公的賃貸住宅家賃低廉化事業対象要綱（平成18年３月27日国住備第126号）第８第

２項各号の規定に適合するものについて、この要綱に基づき、同第３項から第５項までの規定に準じ、家賃に係る補助を行うもの

とする。 

 

第５ 借上公営住宅等の家賃に係る補助金の額 

 借上公営住宅等の家賃に係る補助金の額は、借上公営住宅等について、一の借上公営住宅等の家賃に係る補助基本額（公営住

宅等家賃対策補助金交付要領（平成８年８月30日付け建設省住備発第87号）の定めるところに従い、同要領第６の規定に基づき

算定した額をいう。）を合計した額（以下「借上公営住宅等に係る補助基本額」という。）に２分の１を乗じて得た額とする。 

 

第６ 借上公営住宅等以外の公的賃貸住宅の家賃に係る補助金の額 

借上公営住宅等以外の公的賃貸住宅の家賃に係る補助金の額は、事業主体が家賃対策を実施する借上公営住宅等以外の公的賃

貸住宅の戸数に480千円を乗じた額（以下「借上公営住宅等以外の公的賃貸住宅に係る補助基本額」という。）に２分の１を乗じ

て得た額（次項に定める限度額を超える場合にあっては、限度額。）とする。 

２ 前項の限度額は、次の各号に掲げる額を合計した額とする。 

一 公営住宅等ストック総合改善事業に係る公営住宅について、一の公営住宅の家賃に係る補助基本額（ストック改善要綱の定

めるところに従い、同要綱第11の規定に基づき算定した額をいう。）を合計した額 

二 更新住宅について、一の更新住宅の家賃に係る補助基本額（公営住宅等家賃対策補助金交付要綱（昭和55年12月20日付け建

設省住建発第132-2号、建設省住建発第64-2号）の定めるところに従い、同要綱第８の規定に基づき算定した額をいう。）を合

計した額 

三 特定優良賃貸住宅等について、一の特定優良賃貸住宅等の家賃に係る補助基本額（特定優良賃貸住宅供給促進事業等補助要

領（平成５年７月30日付け建設省住建発第116号）等の定めるところに従い、同要領第６の規定等に基づき算定した額をいう。）

を合計した額 

四 高齢者向け優良賃貸住宅等について、一の高齢者向け優良賃貸住宅等の家賃に係る補助基本額（高優賃要領の定めるところ

に従い、同要領第14の規定等に基づき算定した額をいう。）を合計した額 

五 都市再生住宅等について、一の都市再生住宅等の家賃に係る補助基本額（従前居住者用賃貸住宅等家賃対策補助要領細目（平

成12年３月24日付け建設省住市発第11号、建設省住整発第24号。）等の定めるところに従い、同細目第３第２項の規定等に基づ

き算定した額をいう。）を合計した額 

六 地域優良賃貸住宅（転用型）について、一の地域優良賃貸住宅（転用型）の家賃に係る補助基本額（公的賃貸住宅家賃低廉

化事業対象要綱の定めるところに従い、同要綱第８第２項から第５項までの規定に基づき算定した額をいう。）を合計した額 

 

第７ 補助金交付申請等 

 事業主体の長は、国の補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書を作成し、別に定める期間内に、事業主体が

都道府県又は指定都市にあっては地方整備局長、北海道開発局長又は沖縄総合事務局長（以下「地方整備局長等」という。）を経

由して国土交通大臣に、事業主体が指定都市以外の市町村（特別区を含む。）にあっては都道府県知事に提出しなければならない。 

２ 都道府県知事は、指定都市以外の市町村（特別区を含む。）である事業主体から補助金交付申請書を受理したときは、申請の内

容が関係法令等に適合しているかどうかを審査し、適合していると認めたときは、当該申請書に審査意見書を添付して、速やか

に地方整備局長等を経由して国土交通大臣に進達しなければならない。 

 

第８ 交付決定 

国土交通大臣は、地方整備局長等が補助金交付申請書を受理したときは、これを審査し、適当と認めたときは、補助金の交付

を決定し、地方整備局長等は、事業主体が都道府県又は指定都市であるときは当該事業主体の長に、指定都市以外の市又は町村

であるときは都道府県知事を経由して、事業主体の長に通知するものとする。 

 

第９ 額の確定 

 地方整備局長等は、国土交通大臣が都道府県又は指定都市である事業主体に対して、補助金の交付の決定をしたときは、速や

かに当該補助金の額の確定を行うものとする。 

２  都道府県知事は、指定都市以外の市又は町村である事業主体に対して、地方整備局長等から当該事業主体に対する補助金の交

付の決定の通知があった後、速やかに、当該補助金の実績報告書に基づき、額の確定を行うものとする。 

 

第10 指導監督 

 都道府県知事は、公的賃貸住宅の家賃に係る補助金の交付申請等について、事業主体である指定都市以外の市又は町村に対し、

必要な指示を行い、報告を求め、必要があると認めるときは、実地に検査しなければならない。 

 

第11 指導監督交付金 

  国土交通大臣は、第11の規定により都道府県知事が行う指導監督に要する費用として、当該都道府県知事の管轄する市町村（指

定都市を除く。）の当該年度における国の補助の対象となる額に 0.002を乗じて得た額に相当する指導監督交付金を、都道府県



 

 

に交付するものとする。 

２ 都道府県知事は、指導監督交付金の交付申請をしようとするときは、指導監督交付金申請書を地方整備局長等を経由して国土

交通大臣に、指導監督実績報告書を地方整備局長等に別に定める期間内に提出しなければならない。 

３ 都道府県知事は、指導監督交付金の使途については、「住宅局所管補助事業の附帯事務費等の使途基準について」（平成７年11

月20日付け建設省住総発第172号）に定める使途基準に従って指導監督交付金を使用するものとする。 

４  国土交通大臣は、地方整備局長等が第２項による交付申請書の内容を審査し、適当と認めたときは、当該交付金の交付の決定

を行うものとする。 

５ 地方整備局長等は、国土交通大臣が前項による交付の決定を行ったときは、第２項による実績報告書の内容を審査し、当該内

容を適当と認めたときは額の確定を行うものとする。 

 

第12  書類の様式 

  公的賃貸住宅の家賃に係る国の補助に関する書類の様式は、下表によるものとする。 

事  項 書類の名称 様  式 添付書類等 

補助金の交付申請 補助金交付申請書 別記様式第１ 交付申請書の算出方法 

補助金の交付申請

書の進達 

補助金交付申請審査意

見書 
別記様式第２  

指導監督交付金の

交付申請 

指導監督交付金申請書 

指導監督実績報告書 

別記様式第３ 

別記様式第４ 
 

附 則 

この要綱は、平成18年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成21年４月１日から施行する。 

２ 次の各号に掲げる住宅に関して、第６第２項に規定する限度額を算定する場合にあっては、それぞれ当該各号に定めるところ

によるものとする。 

一 この要綱の施行の際現に管理されている特定優良賃貸住宅等（都道府県知事の認定を受けた供給計画に基づくものに限る。） 

特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第６条の適用にあたっては、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法

律施行規則等の一部を改正する省令（平成20年国土交通省令第93号）の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

二 この要綱の施行の際現に管理されている高齢者向け優良賃貸住宅等（都道府県知事の認定を受けた供給計画に基づくものに

限る。） 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第34条の適用にあたっては、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する

法律施行規則等の一部を改正する省令（平成20年国土交通省令第93号）の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

附 則 

この要綱は、平成22年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成23年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の一部を改正する法律（以下、「改正住宅セーフテ

ィネット法」という。）の公布日から適用する。 

２ 改正前の要綱における地域優良賃貸住宅（転用型）にあっては、前項で定める日までに供給計画の認定を受けた住宅及び事業

に着手した住宅については、なお従前の例による。 


